
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸市観光危機管理対策指針 概要版 

発災時における対策が円滑に機能するために、平常時から以下の取り組みが必要 

○防災に関する情報発信の取り組み 

・現状の取り組みと連動した観光情報にあわせた防災情報の提供・普及啓発 

・観光客への情報提供と観光関連事業者（観光施設、宿泊施設等）への情報提供 

○観光関連事業者・交通事業者など関係団体との連携協力 

 ・観光関連事業者への普及啓発（災害対応マニュアルの整備・研修など） 

 ・一時滞在が可能な施設の確保（候補となる施設のリスト化、施設との協議など） 

・観光施設・宿泊施設の備蓄促進（施設内待機に必要な食料等の備蓄など） 

・外国人観光客への対応（多言語化、外国人支援団体との協力体制構築など） 

・大規模イベント開催時における対応（イベント主催者との連携方法の確認など） 

○訓練の実施 

Ⅰ 総則 

 

Ⅱ 平常時からの取り組み 

 

Ⅲ 災害発生時の対応と役割分担 
 

Ⅳ 観光復興 
 
○風評被害対策の推進 

○観光復興プランの策定 

○観光関連事業者の事業継続支援 

 ○神戸市観光危機管理対策指針の目的 

・観光客が安心して市内を観光し、過ご

すことができるよう、平常時からの取

り組みや発災時・発災後の市の役割分

担、観光関連事業者に期待される役割

などについて整理 

○災害想定と基本的な考え方 

・「地震・津波」「風水害」「テロ等国民

保護事案」を想定 

・対象者は、「外国人を含む観光客」 

・宿泊施設・観光施設内に「滞留する観

光客」と「行き場のない観光客」とに

分けて、対応を整理 

 

○位置づけ 

・「危機管理」と「観光振興」に共通す

る危機事象を対象とし、現行の「神

戸市地域防災計画」、「神戸市帰宅困

難者対策基本指針」を補完 

 

○関係部局の取り組みの着実な推進 

○共助の取り組みの強化・促進 

○地域防災計画等への反映 

 

Ⅴ 今後の対応 
 

神戸市総合基本計画 

観光振興 

防災対応マニュアル 

地域防災計画 

観光危機管理対策指針 

○対応の基本的な流れ 
時間・場面 

・対応段階 

行政等 観光関連事業者等 
観光関連団体等 宿泊施設・観光施設 

    

    

    

    

○観光危機管理の体制（役割分担） 

帰宅困難者 
対策 

危機管理 

組織間の連携 

 
対応における連携 

 

災害対策本部・警戒本部 

企画調整局 

(一財)神戸観光局 

情
報
提
供
・
状
況
集
約 

情報発信 

一斉帰宅抑制の呼びかけ、交通事業者との連携等 

連絡調整、依頼、情報提供、状況把握 

連絡調整、情報提供、状況把握 

開設調整 

危機管理局 

港湾局 

区役所 

(公財)神戸国際協力 
交流センター 

・外国人支援団体 

・外国人コミュニティ 
地域協働局 

・宿泊施設、観光施設等 

・各観光協会、観光案内所等 

・旅行業者（団体客等） 

・各国大使館・領事館 

・クルーズ船関係者 

・関西エアポート神戸 

・一時滞在施設 

経済観光局 

連絡調整 

①
安
全
の
確
保 

発災 

発災直後 

一斉帰宅 

抑制 

滞在 

帰宅・帰国 

②
滞
在
等
の
対
応 

③
帰
宅
等
支
援 

・地区内の状況
把握・連絡 

・地区内の宿泊
施設・観光施
設等への情報
提供、対応支
援 

帰宅・帰国に関する
案内 

 

可能な限
り、利用客
でない観光
客の受入・
対応 

・周辺の観
光客への
情報提供 

・宿泊施設
等へ戻る
ための支
援 

自施設
の利用
者対応 

 

・（利用客等への）身
の安全の呼びかけ 

・（利用客等への）駅
に向かわないこと
の呼びかけ 

 
緊急避難場
所の案内 

・身の安全の呼びかけ 
・駅に向かわないことの呼びかけ 
 

・観光施設・宿泊施設等の
状況把握、情報提供 

・災害時通訳翻訳ボランテ
ィアの運用 

・クルーズ船関係者 

（船社・船舶代理店・ラン
ドオペレーター等）の状
況把握等 

・一時滞在施設の開設依
頼、開設状況・受入状況
の把握 

・必要に応じて観光施設・
宿泊施設等との受入調
整、受入状況の把握 

・受入協力施設等への帰
宅・帰国に関する情報提
供 

・災害情報、交通
情報等の収集、
情報発信 

 

・外国人コミュニ
ティ等への情報
提供 

 
 
 
 
 
 

・各国大使館・領
事館の連絡先の
情報提供 

 

 

 

 行政による帰宅・帰国支援 
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